
（1）　令和３年６月８日　火曜日 第211号宮　　城　　県　　公　　報

目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告

示

〇
宮
城
県
議
会
定
例
会
の
招
集�

（
財　

政　

課
）　
　

一

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出�

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
肥
料
の
登
録�

（
み
や
ぎ
米
推
進
課
）　
　

二

〇
肥
料
の
登
録
有
効
期
間
の
更
新�

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
肥
料
の
登
録
事
項
の
変
更�

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
肥
料
の
登
録
の
失
効�
（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
普
通
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表�
（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
特
殊
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表�

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧�

（
農
村
振
興
課
）　
　

五

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了�

（　
　

同　
　

）　
　

六

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
四
件
）�

（
道　

路　

課
）　
　

六

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）�

（　
　

同　
　

）　
　

七

公
安
委
員
会

〇
技
能
検
定
員
及
び
教
習
指
導
員
資
格
審
査
の
実
施
に
つ
い
て�

　
　

八

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号

　

令
和
三
年
六
月
十
五
日
、
宮
城
県
議
会
定
例
会
を
仙
台
市
に
招
集
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
五
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ�

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
〇
二
一
〇
六
五
二

ぷ
り
け
あ
デ
イ
サ
ー
ビ

ス石
巻
市
駅
前
北
通
り
一

丁
目
十
四
番
二
十
九
号

ダ
ル
セ
ー
ニ
ョ
壱
番
館

二
階

生
活
介
護

ぷ
り
け
あ
株
式

会
社

令
和
三
年
六
月

一
日

〇
四
一
〇
七
〇
〇
六
一
一

ｍ
ａ
ｎ
ａ
ｂ
ｙ　

Ｃ
Ｒ

Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｒ
Ｓ　

名
取

駅
前
名
取
市
増
田
四
丁
目
七

番
二
十
号
グ
ロ
ー
リ
オ

レ
ジ
デ
ン
ス
名
取
駅
前

二
階

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

株
式
会
社
ア
ッ

タ
カ
ー
ム

令
和
三
年
六
月

一
日

〇
四
一
一
二
〇
〇
七
二
八

就
労
支
援
事
業
所　

か

な
み
の
も
り

登
米
市
登
米
町
寺
池
桜

小
路
九
十
六
番
地
三

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

特
定
非
営
利
活

動
法
人　

奏
海

の
杜

令
和
三
年
六
月

一
日

〇
四
一
二
八
〇
〇
一
五
三

そ
に
ゃ
る

加
美
郡
色
麻
町
高
城
字

上
ノ
原
七
番
地
三

生
活
介
護

一
般
社
団
法
人

そ
に
ゃ
る

令
和
三
年
六
月

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害�

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

発　　　　行
宮 城 県
（総務部県政情報・文書課）
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話�022（211）2267
（毎週火，金曜日発行）



第211号　令和３年６月８日　火曜日 （2）宮　　城　　県　　公　　報

〇
四
一
二
八
〇
〇
一
五
三

一
般
社
団
法
人　

そ
に

ゃ
る
加
美
郡
色
麻
町
高
城
字

上
ノ
原
七
番
地
三

就
労
移
行
支
援

一
般
社
団
法
人

　

そ
に
ゃ
る

令
和
三
年
五
月

三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号

　

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
を
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

登
録
年
月
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

生
産
業
者
の
住
所

有
効
期
限

窒
素
全
量

り
ん
酸
全
量

加
里
全
量

ア
ル
カ
リ
分

令
和
三
年

五
月
十
四
日

第
六
一
七
号

副
産
動
物
質
肥
料

寅
ち
ゃ
ん
の
極
液

肥
０
１

六
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

ね
ぎ
び
と
カ
ン
パ
ニ

ー
株
式
会
社

山
形
県
天
童
市
大
字
蔵
増
字

宮
田
四
三
八
九
番
地
一

令
和
六
年

五
月
十
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号

　

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
有
効
期
間
の
更
新
を
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

更
新
年
月
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

生
産
業
者
の
住
所

有
効
期
限

窒
素
全
量

り
ん
酸
全
量

加
里
全
量

ア
ル
カ
リ
分

令
和
三
年

三
月
三
十
一
日

第
五
一
一
号

混
合
有
機
質
肥
料

バ
イ
オ
ノ
有
機
Ｓ

七
・
二

四
・
〇

二
・
五

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

大
成
農
材
株
式
会
社

広
島
県
広
島
市
中
区
鉄
砲
町

七
番
八
号

令
和
六
年

四
月
三
十
日

令
和
三
年

三
月
三
十
一
日

第
五
一
三
号

副
産
動
物
質
肥
料

エ
キ
タ
ン
有
機

六
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

大
成
農
材
株
式
会
社

広
島
県
広
島
市
中
区
鉄
砲
町

七
番
八
号

令
和
六
年

六
月
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
九
号

　

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
事
項
に
係
る
変
更
を
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　



（3）　令和３年６月８日　火曜日 第211号宮　　城　　県　　公　　報

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名

称

及

び

住

所

変　

更　

の　

内　

容

変
更
年
月
日

変
更
事
項

変　

更　

前

変　

更　

後

第
五
七
〇
号

副
産
石
灰
肥
料

南
三
陸
か
き
が
ら

副
産
石
灰

有
限
会
社
三
和
産
業

岩
手
県
一
関
市
東
山
町
松
川
字
深
堀
五
十
四
番
地

一

代
表
者

佐
藤　

幸
一

佐
藤　

琢
哉

平
成
二
十
八
年

五
月
二
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
号

　

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

肥
料
の
登
録
は
、
失
効
し
た
。

　
　

令
和
三
年
六
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

失
効
年
月
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

生
産
業
者
の
住
所

窒
素
全
量

り
ん
酸
全
量

加
里
全
量

ア
ル
カ
リ
分

令
和
三
年

三
月
一
日

第
五
七
〇
号

副
産
石
灰
肥
料

南
三
陸
か
き
が
ら

副
産
石
灰

四
八
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

有
限
会
社
三
和
産
業

岩
手
県
一
関
市
東
山
町
松
川
字
深
堀
五
十
四
番

地
一

令
和
三
年

三
月
三
日

第
五
七
七
号

副
産
動
物
質
肥
料

Ｊ
栄－

１
号

一
四
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

ゼ
ラ
イ
ス
株
式
会
社

宮
城
県
多
賀
城
市
栄
四
丁
目
四
番
一
号

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号

　

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、

普
通
肥
料
の
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

令
和
二
年
十
一
月
～
令
和
三
年
三
月
分

検

査

の

概

要

備

考

肥
料
の
種
類
等

保
証
票
添
付
者

肥

料

の

名

称

分

析

検

査

保
証
票
の
検
査

そ
の
他
の
検
査

項

目

指
摘
事
項

指
定
配
合
肥
料

ミ
ズ
ホ
ユ
ー
キ
有
限
会
社

７
５
混
合
有
機
質
肥
料

主
成
分－

窒
素
、
り
ん
酸

カ
ド
ミ
ウ
ム
、
ひ

素

立
入
年
月
日

令
和
二
年

十
一
月
二
十
四
日

副
産
石
灰
肥
料

三
浦
渉

シ
ェ
ル
１
０
０
％
肥
料

主
成
分－

ア
ル
カ
リ
分

保
証
票
記
載
不
適

正

ニ
ッ
ケ
ル
、
ク
ロ

ム
、
チ
タ
ン

立
入
年
月
日

令
和
三
年

三
月
五
日



第211号　令和３年６月８日　火曜日 （4）宮　　城　　県　　公　　報

魚
か
す
粉
末

気
仙
沼
セ
ン
タ
ー
水
産
加
工

業
協
同
組
合

気
仙
沼
弁
天
魚
か
す

主
成
分－

窒
素
、
り
ん
酸

立
入
年
月
日

令
和
三
年

三
月
五
日

　

（
注
）
一　

分
析
結
果
及
び
そ
の
他
の
検
査
の
欄
は
、
検
査
対
象
荷
口
全
体
の
肥
料
を
代
表
し
得
る
よ
う
に
必
要
袋
数
（
ば
ら
の
場
合
に
は
、
必
要
部
位
数
）
を
抽
出
し
、
混
合
し
た
試
料
一
点
に
つ
い
て
検
査
し
た
結
果
で
あ
る
。

　
　
　
　

二　

分
析
検
査
の
項
目
に
係
る
指
摘
事
項
は
、
分
析
値
と
規
格
・
基
準
値
又
は
表
示
値
と
比
較
し
た
結
果
で
あ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号

　

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
殊
肥
料
の
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

令
和
二
年
七
月
～
令
和
三
年
三
月
分

特　

殊　

肥　

料

の　

指　

定　

名

生
産
業
者
、
輸
入
業
者
若
し

く
は
販
売
業
者
又
は
表
示
者

届　

出　

名

（
及
び
商
品
名
）

検　
　
　

査　
　
　

の　
　
　

結　
　
　

果

備　
　

考

窒
素
全
量

（
％
）

り
ん
酸
全
量

（
％
）

加
里
全
量

（
％
）

銅
全
量

（
㎎
／
㎏
）

亜
鉛
全
量

（
㎎
／
㎏
）

石
灰
全
量

（
％
）

炭
素
窒
素
比

水
分
含
有
量

（
％
）

そ
の
他

の
検
査

動
物
の
排
せ
つ
物
の

燃
焼
灰

株
式
会
社
ウ
ェ
ル
フ
ァ
ム
フ

ー
ズ

鶏
糞
燃
焼
灰

〇
・
二
八

一
八
・
九
三

二
七
・
六
九

三
四
一
五

一
一
・
三

〇
・
七
六

立
入
年
月
日

令
和
二
年

七
月
二
十
一
日

堆
肥

イ
セ
フ
ァ
ー
ム
東
北
株
式
会

社

有
機
の
大
地

二
・
二
三

四
・
一
一

三
・
五
五

四
四
七

一
八
・
七

九
・
四

一
七
・
四

立
入
年
月
日

令
和
二
年

九
月
九
日

堆
肥

株
式
会
社
オ
ダ
シ
マ
フ
ァ
ー

ム

豚
ぷ
ん

〇
・
五
八

○
・
七
五

〇
・
七
九

一
九
・
六

四
三

二
三
・
八

五
八
・
二

立
入
年
月
日

令
和
二
年

九
月
十
四
日

堆
肥

有
限
会
社
富
士
物
産

エ
ナ
ジ
ー
グ
リ
ー
ン
ユ
ー
キ

〇
・
七
〇

一
・
三
九

一
・
二
九

一
八
・
八

六
二
・
五

立
入
年
月
日

令
和
二
年

九
月
十
四
日

堆
肥

株
式
会
社
第
一
ポ
ー
ト
リ
ー

フ
ァ
ー
ム

発
酵
鶏
糞

三
・
一
九

三
・
七
六

二
・
九
三

四
二
二

一
五
・
〇

七
・
三

一
八
・
七

立
入
年
月
日

令
和
二
年

九
月
二
十
四
日

堆
肥

有
限
会
社
小
松
牧
場

ゆ
め
み
た
い
ひ　

〇
・
四
一

〇
・
二
六

〇
・
三
六

二
五
・
八

五
八
・
一

立
入
年
月
日

令
和
二
年

九
月
二
十
四
日

カ
ル
シ
ウ
ム
肥
料

株
式
会
社
Ａ
Ｉ
・
Ｄ
Ｅ
Ａ

大
地
の
滴

二
・
七

立
入
年
月
日

令
和
二
年

九
月
二
十
五
日

堆
肥

有
限
会
社
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・

フ
ァ
ー
ム

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
堆
肥

〇
・
三
一

〇
・
三
一

〇
・
二
六

一
九
・
九

六
〇
・
四

立
入
年
月
日

令
和
二
年

十
月
六
日
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堆
肥

峯
岸
義
信

堆
肥
（
牛
）

〇
・
八
九

〇
・
六
三

一
・
一
八

一
七
・
四

五
二
・
一

立
入
年
月
日

令
和
二
年

十
月
二
十
二
日

堆
肥

丹
野
一
昭

牛
堆
肥

〇
・
七
七

〇
・
三
九

〇
・
二
六

一
四
・
二

六
八
・
八

立
入
年
月
日

令
和
二
年

十
月
二
十
二
日

堆
肥

三
品
均

堆
肥
（
牛
糞
堆
肥
）

〇
・
九
八

〇
・
六
八

一
・
〇
三

一
五
・
六

五
二
・
二

立
入
年
月
日

令
和
二
年

十
月
二
十
八
日

堆
肥

株
式
会
社
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｘ

液
状
肥
料
有
次
郎

〇
・
〇
四

〇
・
〇
二

〇
・
〇
九

五
・
八

立
入
年
月
日

令
和
二
年

十
一
月
十
九
日

堆
肥

瀬
戸
金
男

堆
肥
（
牛
）

〇
・
八
一

一
・
四
六

〇
・
八
一

一
六
・
九

五
三
・
七

立
入
年
月
日

令
和
二
年

十
一
月
十
九
日

堆
肥

大
東
生
産
組
合

醗
酵
鶏
糞

一
・
九
二

三
・
三
三

三
・
一
三

一
一
・
八

四
二
・
三

立
入
年
月
日

令
和
二
年

十
一
月
十
九
日

堆
肥

佐
藤
健
一

た
い
肥

一
・
三
八

一
・
九
二

一
・
九
六

一
五
・
五

四
三
・
五

立
入
年
月
日

令
和
二
年

十
一
月
二
十
五
日

堆
肥

有
限
会
社
白
石
畜
産
農
場

仙
南
有
機
入
り
肥
料

三
・
四
五

八
・
九
五

二
・
六
九

三
八
七

一
〇
二
七

六
・
二

三
三
・
二

立
入
年
月
日

令
和
二
年

十
二
月
二
日

堆
肥

Ｂ－

ｆ
ｏ
ｒ
ｅ
ｓ
ｔ
株
式
会

社

グ
ラ
ン
ド
コ
ン
ポ
ス
ト
ほ
ほ

え
み
１
号

〇
・
九
八

〇
・
四
七

〇
・
六
二

一
一
・
八

四
〇
・
七

立
入
年
月
日

令
和
三
年

二
月
十
七
日

堆
肥

み
や
ぎ
登
米
農
業
協
同
組
合

有
機
な
る
大
地
１
号

一
・
五
二

一
・
八
三

一
・
五
二

二
七
・
八

一
○
四

一
三
・
七

三
四
・
九

立
入
年
月
日

令
和
三
年

二
月
十
七
日

堆
肥

株
式
会
社
ウ
ジ
エ
ク
リ
ー
ン

サ
ー
ビ
ス

無
限

二
・
六
六

一
・
〇
五

三
・
三
四

一
三
・
二

二
一
・
七

立
入
年
月
日

令
和
三
年

二
月
一
九
日

堆
肥

株
式
会
社
ピ
ィ
ア
イ
シ
ィ
・

バ
イ
オ

地
力
の
素
ペ
レ
ッ
ト
た
い
肥

一
・
五
四

二
・
一
四

一
・
五
七

一
一
七

一
八
・
六

三
〇
・
九

立
入
年
月
日

令
和
三
年

二
月
一
九
日

堆
肥

桃
生
町
堆
肥
生
産
組
合

も
の
う
有
機

一
・
五
六

二
・
二
一

一
・
七
四

三
二
・
四

二
一
〇

一
六
・
五

三
六
・
四

立
入
年
月
日

令
和
三
年

三
月
一
九
日

堆
肥

み
や
ぎ
登
米
農
業
協
同
組
合

と
よ
ま
有
機

一
・
二
二

一
・
六
六

一
・
八
五

二
五
〇

六
一

一
五
・
〇

四
八
・
八

立
入
年
月
日

令
和
三
年

三
月
二
十
五
日

備
考　

分
析
値
は
全
て
現
物
当
た
り
の
数
値
で
あ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号

　

県
営
敷
玉
西
部
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
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年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知

事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
三
年
六
月
八
日
か
ら
令
和
三
年
七
月
六
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
崎
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
四
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

地　

区　

名

事　

業　

の　

名　

称

工
事
完
了
年
月
日

飯
野
川

農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農

地
整
備
事
業
）

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
六
月
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

古
川
松
山
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

大
崎
市
古
川
大
幡
字
道
下
東
無
番
地
先
か
ら

同
市
古
川
大
幡
字
道
下
東
無
番
地
先
ま
で

前
Ａ
　

〇
・
〇
～

�

一
〇
・
六

�

八
二
・
〇
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ｂ

一
九
・
〇
～

�

二
八
・
一

�

八
二
・
〇

後
Ａ

　
　
　

　
　
　

　

Ｂ

一
九
・
〇
～

�

二
八
・
一

�

八
二
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
六
月
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
四
七
号

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

大
崎
市
古
川
字
竹
ノ
内
一
五
九
番
一
地
先
か

ら同
市
古
川
字
竹
ノ
内
一
九
八
番
二
地
先
ま
で

前
Ａ

一
四
・
五
～

�

一
四
・
九

�

一
六
五
・
四
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ｂ

一
六
・
一
～

�

二
一
・
六

�

一
〇
九
・
九

後
Ａ

一
四
・
五
～

�

二
七
・
八

�

一
六
五
・
四

　

Ｂ

　
　
　

　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。
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そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
六
月
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
四
九
号

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張
字
槌
屋
二
二
八
番
三
地

先
か
ら

同
郡
同
町
大
張
川
張
字
槌
屋
二
二
九
番
四
地
先
ま

で

前

　

七
・
一
～

�

八
・
六

�

五
〇
・
九

後

　

七
・
九
～

�

一
六
・
七

�

五
〇
・
九

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
六
月
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
四
九
号

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

伊
具
郡
丸
森
町
耕
野
字
岩
七
四
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
耕
野
字
岩
七
五
番
二
地
先
ま
で

前

　

五
・
八
～

�

二
二
・
二

�

五
一
・
六

後

　

六
・
一
～

�

四
三
・
一

�

五
一
・
六

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
六
月
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

三
四
七
号

大
崎
市
古
川
字
竹
ノ
内
一
五
九
番
一
地
先
か
ら

同
市
古
川
字
竹
ノ
内
一
九
八
番
二
地
先
ま
で

令
和
三
年

�

六
月
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
六
月
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

三
四
九
号

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張
字
槌
屋
二
二
八
番
三
地
先
か
ら

同
郡
同
町
大
張
川
張
字
槌
屋
二
二
九
番
四
地
先
ま
で

令
和
三
年

�

六
月
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
六
月
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
六
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

三
四
九
号

伊
具
郡
丸
森
町
耕
野
字
岩
七
四
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
耕
野
字
岩
七
五
番
二
地
先
ま
で

令
和
三
年

�

六
月
八
日
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公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
61号

　
道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
第
99条

の
２
第
４
項
第
１
号
イ
及
び
第
99条

の
３
第
４
項
第
１
号
イ
の

規
定
に
よ
り
、
技
能
検
定
員
資
格
審
査
及
び
教
習
指
導
員
資
格
審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
令
和
３
年
６
月
８
日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
森
山
　
博
　
　

１
　
資
格
審
査
の
種
類
、
期
日
及
び
場
所

資
　
格
　
審
　
査
　
の
　
種
　
類

資
格
審
査
の
期
日

資
格
審
査
の
場
所

　
新
た
に
技
能
検
定
員
の
資
格
又
は
教
習
指
導
員

の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者

（
中
型
自
動
車
、
大
型
特
殊
自
動
車
、
け
ん
引
自

動
車
を
除
く
）

令
和
３
年
７
月
12日
か
ら

令
和
３
年
８
月
31日
ま
で

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字

高
倉
65番
地

宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン

タ
ー

　
現
に
技
能
検
定
員
、
教
習
指
導
員
で
あ
る
者
が

新
た
に
他
の
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
の
資

格
又
は
教
習
指
導
員
の
資
格
を
追
加
し
て
取
得
し

よ
う
と
す
る
者

（
中
型
自
動
車
、
大
型
特
殊
自
動
車
、
け
ん
引
自

動
車
を
除
く
）

新
た
に
大
型
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び
普

通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
の
資

格
又
は
教
習
指
導
員
の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と
す

る
者
で
令
和
２
年
、
令
和
３
年
度
自
動
車
安
全
運

転
セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修
了
し
た
こ
と
等
に

よ
り
資
格
審
査
の
一
部
科
目
が
免
除
と
な
る
者

　
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修

了
し
た
こ
と
等
に
よ
り
資
格
審
査
の
全
科
目
が
免

除
と
な
る
者

２
　
資
格
審
査
申
請
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
�　
令
和
３
年
６
月
８
日
（
火
）
か
ら
令
和
３
年
６
月
18日
（
金
）
ま
で
の
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
15分
ま

で
（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）

　
⑵
　
受
付
場
所

　
　
　
仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
高
倉
65番
地

　
　
　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
内
　
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

　
⑶
　
資
格
審
査
申
請
用
紙
の
配
布

　
　
ア
　
配
布
期
間

　
　
　
�　
令
和
３
年
６
月
８
日
（
火
）
以
降
（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）
の
午
前
８
時
30分

か
ら
午
後
５
時

15分
ま
で

　
　
イ
　
配
布
場
所

　
　
　
�　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
（
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
）

３
　
そ
の
他

　
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
に
問
い
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
。

　
　
問
い
合
わ
せ
先
の
電
話
番
号
　
022－

373－
3601


